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                                 令和元年８月９日 

 

電気通信サービスの事故発生状況（平成30年度） 
 

 

総務省は、電気通信事業法（昭和59年法律第86号）の規定に基づき、電気通信事業者から一定

規模以上の電気通信事故について報告を求めています。 

この度、平成 30年度に発生した電気通信事故の状況を取りまとめましたので公表します。 

 

１ 報告の概要 

平成30年度に発生し、電気通信事業法の規定に基づき報告された事故の報告事業者数及び報

告件数は以下のとおり。（括弧内の数値は、平成 29年度のもの。） 

 

平成30年度に報告された電気通信事故 
 

 報告事業者数 報告件数 

重大な事故注１ 
６社※ 

（６社※） 
４件 

（４件） 

四半期ごとの報告を要する事故注２ 

 

詳細な様式による報告注３ 
132社 

（132社） 
6,180件 

（6,205件） 

簡易な様式による報告注４ 
27社 

（21社） 
62,240件 

（68,849件） 

※卸提供元事業者において発生した事故については、報告事業者数として卸提供元事業者及び卸提供先事業者の両方

が含まれているため、報告事業者数が報告件数よりも多くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１ ・ 電気通信役務の提供を停止又は品質を低下させた事故で、次の基準に該当するもの 

一 緊急通報を取り扱う音声伝送役務： 

継続時間１時間以上かつ影響利用者数３万以上のもの 

二 緊急通報を取り扱わない音声伝送役務： 

継続時間２時間以上かつ影響利用者数３万以上のもの又は継続時間１時間以上かつ影響利用者数１０万以上

のもの 

三 利用者から電気通信役務の提供の対価としての料金の支払を受けないインターネット関連サービス（音声伝送

役務を除く）： 

継続時間２４時間以上かつ影響利用者数１０万以上のもの又は継続時間１２時間以上かつ影響利用者数１００

万以上もの 

四 一から三までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務： 

継続時間２時間以上かつ影響利用者数３万以上のもの又は継続時間１時間以上かつ影響利用者数１００万以上 

・ 衛星、海底ケーブルその他これに準ずる重要な電気通信設備の故障の場合は、その設備を利用する全ての通信

の疎通が２時間以上不能であるもの 

注２ 電気通信役務の提供を停止又は品質を低下させた事故で、影響利用者数３万以上又は継続時間２時間以上のもの 

注３ 重大な事故を含む。 

注４ ①無線基地局、②局設置遠隔収容装置又はき線点遠隔収容装置及び③デジタル加入者回線 

アクセス多重化装置の故障による事故については、簡易な様式による報告が認められている。 
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重大な事故発生件数の年度ごとの推移 

 

  

 

２ 重大な事故 
 

・総件数は、前年度と同数の４件であり、平成15年度以降最小であった。 

・サービス別では、前年度に引き続き電子メール等の上位レイヤーの事故の割合が高い（４

件中２件、No.1～2）。 
 

重大な事故の一覧（詳細は別紙参照） 

No 事業者名 
発生 
日時 

継続時間 
影響 

利用者数 
主な障害 
内容 

重大な事故に該当する
電気通信役務の区分 

１ 

㈱ エネルギア・コ

ミュニケーションズ 

<1> 

H30.5.29 

8:27 
4h58m 約17万 

インターネット接続サービ

スの利用不可及び電子メ

ールサービスの送受信不

可 

四：一から三までに掲

げる電気通信役務以

外の電気通信役務 

２ 
ソフトバンク ㈱ 

<2> 

H30.9.17 

10:48 
22h28m 約436万 受信メールの消失 

四：一から三までに掲

げる電気通信役務以

外の電気通信役務 

３ 

ソフトバンク ㈱ 

<3-1> 
H30.12.6 

13:39 
4h25m 

約3,060

万 
LTE音声及びデータ通信

サービス等の利用不可 

一：緊急通報を取り扱

う音声伝送役務 

及び 

四：一から三までに掲

げる電気通信役務以

外の電気通信役務 

LINEモバイル ㈱ 

<3-2> 
約10万 

４ 

㈱ ジェイコム・イ

ースト 

<4-1> 
H31.3.16 

7:47 
4h9m 

①41,382 

②66,426 

①音声通話の利用不可 

②インターネット接続サー

ビスの利用不可 

一：緊急通報を取り扱

う音声伝送役務 

及び 

四：一から三までに掲

げる電気通信役務以

外の電気通信役務 

KDDI ㈱ 

<4-2> 
36,355 緊急通報の利用不可 

一：緊急通報を取り扱

う音声伝送役務 

7 7
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注５ 平成20年度の報告から、電気通信役務の提供を停止した場合に加え、品質が低下した場合も事故とした。 

（件） 

注５ 

注６ 平成27年度の報告から、電気通信役務の区分に応じ、重大な事故に該当する基準を定めた。 

注６ 
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  サービス別の重大な事故の内訳 

    
         平成29年度              平成30年度 

 

３ 事故全体の状況 

平成30年度に報告のあった事故全体の状況（四半期ごとの報告を要する事故（重大な事故を

含み、簡易な様式による報告を除く。））は、以下のとおり。 

 

(1) 影響利用者数及び継続時間 

・総件数は6,180件（前年度比－25件）に減少した。 

・影響利用者数で見た場合、影響利用者数が 500人未満の小規模な事故件数は、5,657件（前

年度比で－151 件）であり、総件数の約 92％（前年度比－２ポイント）を占めた。影響利

用者数が３万人以上の事故件数は、62件（前年度比＋５件）であり、総件数の約１％（前

年度比±０ポイント）であった。 

・継続時間で見た場合、継続時間が２時間以上の事故件数は、6,128件（前年度比－27件）

であり、総件数の約 99％（前年度比±０ポイント）を占めた。 

 

(影響利用者数) 

 500人未満 
500人以上 

5千人未満 

5千人以上 

3万人未満 

3万人以上 

10万人未満 

10万人以上

100万人未満 
100万人以上 計 

30分未満 

四半期報告対象外 

23 12 2 
37件  

(0.6%) 

30分以上 

1時間未満 
3 3 0 

6件 

(0.1%) 

1時間以上 

1時間30分未満 

 

2  
4 

1 
7件  

(0.1%) 

1時間30分以上 

2時間未満 
2 0 0 

2件  

(0.0%) 

2時間以上 

5時間未満 
2,522 197 38 

3 

<4-1><4-2> 

3 

<1><3-2> 

1 

<3-1> 

2,764件  

(44.7%) 

5時間以上 

12時間未満 
1,386 82 23 1 0 0 

1,492件  

(24.1%) 

12時間以上 

24時間未満 
889 42 5 0 0 

1 

<2> 

937件  

(15.2%) 

24時間以上 860 56 18 1 0 0 
935件  

(15.1%) 

計 
5,657 件 377件  84件  35件  22件  5件  6,180件 

（100.0%）  (91.5%) (6.1%) (1.4%) (0.6%) (0.4%) (0.1%) 

固定通信

1件（25%）

移動通信

0件（0%）

上位レイヤー

3件（75%）

その他

0件(0%)

固定通信

1件（25%）

移動通信

1件（25%）

上位レイヤー

2件（50%）

その他

0件(0%)

(

継
続
時
間) 
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注１ 色塗り部分のうち、次の要件に当てはまる場合に、重大な事故に該当。 
     ※１ 緊急通報を取り扱う音声伝送役務：継続時間１時間以上かつ影響利用者数３万以上のもの 
     ※２ 緊急通報を取り扱わない音声伝送役務：継続時間２時間以上かつ影響利用者数３万以上のもの 又は 

継続時間１時間以上かつ影響利用者数１０万以上もの 
     ※３ 利用者から電気通信役務の提供の対価としての料金の支払を受けないインターネット関連サービス

（音声伝送役務を除く）：継続時間２４時間以上かつ影響利用者数１０万以上のもの 又は 継続時間
１２時間以上かつ影響利用者数１００万以上もの 

     ※４ １から３までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務：継続時間２時間以上かつ影響利用者数３万
以上のもの 又は 継続時間１時間以上かつ影響利用者数１００万以上 

注２：色塗り部分には、電気通信設備以外の設備の故障による事故等が含まれており、重大な事故の件数と一致し
ない。 
注３：同一原因の事故であっても、事業者毎にカウントしている。 
注４：表中の ＜数字＞ は、「重大な事故の一覧」に記載の案件のうち該当する事故を示している。 

 

(2) サービス別の内訳 

・事故が発生したサービスの合計件数※に占めるデータ通信サービスの事故件数の割合は65％

（前年度比＋１ポイント）、音声サービスの事故件数の割合は 26％（前年度比－３ポイン

ト）で､引き続きデータ通信サービスの事故が高い割合を占めた。 

・音声サービスの事故の内訳については、固定通信の事故件数の割合が50％（前年度比＋８

ポイント）、移動通信の事故件数の割合が42％（前年度比－10ポイント）であった。 

・データ通信サービスの事故の内訳については、固定通信の事故件数の割合が 64％（前年度

比＋２ポイント）で、移動通信の事故件数の割合が 18％（前年度比－６ポイント）であっ

た。 

※ １件の事故で複数のサービスの停止又は品質の低下が発生している場合があるため、停止又は品質の低下が

発生したサービスの合計件数は、事故発生件数より多い11,835件となっている。 

 

①  サービス別の事故発生件数の比較 

 
・ 音声サービス 

アナログ電話、IP電話、携帯電話、PHS、国際電話 等 
なお、音声サービスのみが停止又は品質が低下した事故は、126件であった。 

・ データ通信サービス 
インターネット接続サ-ビス、アクセスサービス（FTTH、DSL、CATV、携帯電話・PHS、公衆無線LAN等）、電

子メールサービス、IP-VPNサービス、広域イーサネットサービス 等 
なお、データ通信サービスのみが停止又は品質が低下した事故は、3,558件であった。 

・ その他 
ISDN、専用役務、MVNO、電報 等 

 

②  音声サービスの事故（3,081件）の内訳 

 

 



 

- 5 - 

 ・ その他 
国際電話、FMCサービス 等 

 

③ データ通信サービスの事故（7,736件）の内訳 

 
・ その他 

電子メールサービス、IP-VPNサービス、広域イーサネットサービス 等 

 

 

(3) 事故発生要因別の内訳 

・事故の総件数※に占める機器の故障、ソフトウェアの不具合といった「設備要因」による事

故件数の割合は33％（前年度比－２ポイント）、他の電気通信事業者の事故を要因とする

等の「外的要因」による事故件数の割合は63％（前年度比＋４ポイント）、作業ミス等の

「人為要因」による事故件数の割合は１％（前年度比－１ポイント）であった。 

※ １件の事故で複数の発生要因がある場合であっても、主たる発生要因のみで集計している（6,180件）。 

 

・ 設備要因 
自然故障（機器の動作不良、経年劣化等）、ソフトウェア不具合等の、主に設備的な要因により発生した事故  
・ 人為要因 
工事時の作業ミスや、機器の設定誤り等の、主に人為的な要因により発生した事故  
・ 外的要因 
他の電気通信事業者の設備障害等による自己の電気通信役務の提供の停止又は品質の低下、道路工事・車両等

によるケーブル切断等の第三者要因、停電、自然災害、火災を原因とする、主に当該電気通信事業者以外
の要因により発生した事故  

・ その他 
異常トラヒックによる輻輳、原因不明等 
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(4) 故障設備別の内訳 

・故障設備が明確な事故件数※に占める伝送路設備の故障による事故件数の割合は 47％

（前年度比＋２ポイント）、伝送交換設備（サーバ設備を除く）の故障による事故件数

の割合は38％（前年度比－１ポイント）、サーバ設備の故障による事故件数の割合は

７％（前年度比－２ポイント）であった。 

・伝送路設備の故障による事故の内訳については、加入者系ケーブルの故障による事故

件数の割合が66％（前年度比＋６ポイント）、伝送交換設備（サーバ設備を除く）の

故障による事故の内訳については、加入者収容装置の故障による事故件数の割合が

57％（前年度比±０ポイント）で、昨年に引き続き最大の割合を占め続けている。 

※ 事故の総件数（6,180件）から、発生原因が「他の電気通信事業者の事故による要因」等のため故障設備が不

明な事故（2,184件）を除いた、故障設備が明確な事故件数（3,996件）。なお、「他の電気通信事業者の事故

による要因」による事故であっても、故障設備が明確な事故は含まれている。 

 

 

 

・ 伝送交換設備 
加入者収容装置（加入者収容局などに設置する装置で、ユーザへの通信回線を提供するとともに、通信回

線を集約し上位の伝送装置へ出力する機能をもつ装置）、ネットワーク機器、回線交換設備、網終端装置、停
電による複数設備の障害等 

・ サーバ設備  
認証・呼制御サーバ（加入者認証、サービス認証、呼制御等を行うサーバ等）、アプリケーションサーバ（メ

ールサーバ、Webサーバ、DNSサーバ等） 
・ 伝送路設備 

加入者系ケーブル、中継系ケーブル、海底ケーブル、中継伝送装置、WDM（波長分割多重）装置、メディア
コンバータ、停電による複数設備の障害等 

 

 

【参考】 

○ 「電気通信事故に係る電気通信事業法関係法令の適用に関するガイドライン」の改正（平成27年8月26

日） 

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban05_02000106.html 

○ 電気通信に関する事故報告制度 

http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/net_anzen/jiko/index.html 

○ 電気通信事故検証会議 

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/tsuushin_jiko_kenshou/index.html 

 

 

http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/net_anzen/jiko/index.html
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連絡先： 
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課安全・信頼性対策室 
担当：村上課長補佐、山下係長 
電話：（代表） 03-5253-5111 （内線）5858 
電話：（直通） 03-5253-5858 
FAX ：03-5253-5863 
メール：system_iken_atmark_soumu.go.jp 
※「_atmark_」を「@」に置きかえて送信してください。 
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No. １  

事業者名 
株式会社 エネルギア・

コミュニケーションズ 
発生日時 平成30年５月29日 ８時27分 

継続時間 ４時間58分 影響利用者数 約17万 

影響地域 中国地方５県 
事業者への 

問合せ件数 

・メガ・エッグサポートセンター等 

（お客さま問合せ窓口） 

応対件数1,059件 

（入電件数25,080件） 

・本社対応 

応対件数215件 

（平成30年５月29日時点） 

障害内容 

回線収容装置（以下、当該装置）故障によって発生したDNSサーバへの大量トラフィ

ックにより、サーバ網の一部の機器の動作が停止したため、インターネット接続および

電子メールが利用できない状態が発生した。 

重大な事故に該

当する電気通信

役務の区分 

四：一から三までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 

発生原因 

・当該装置故障により、DNS サーバへの大量トラフィックが発生し、サーバ網内のスイッ

チのインターフェース動作が停止した。 

・サーバ網内のスイッチのインターフェース動作停止により、DNS サーバへのアクセスが

できなくなった。 

・当該装置の故障によるDNSサーバへの大量トラフィックが、監視網に影響を与え、ネッ

トワーク機器の死活監視アラームが大量発生し、故障部位の特定に時間を要したために

復旧までに時間を要した。 

機器構成図 

 

再発防止策 

・当該装置を正常な装置に交換【平成30年5月29日実施完了】 

・DNSサーバへの大量トラフィック流入の防止のためアクセス数を制限【平成30年5月29

日実施完了】 

・サーバ網への大量トラフィック流入の防止のためトラフィック量を制限【平成30年6月

4日実施完了】 

・ネットワーク機器の死活監視機能の強化【平成31年1月16日実施完了】 

  

別紙 
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情

報

周

知 

自社 

サイト 

【障害情報】 

・平成30年５月29日９時32分にメガ・エッグホームページへ掲載 

 

・平成30年５月29日11時25分にエネコムホームページへ掲載 
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【復旧情報】 

・平成30年５月29日15時44分にメガ・エッグホームページへ掲載 

 

・平成30年５月29日15時32分にエネコムホームページへ掲載 
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【お詫び及び原因と対策】 

・平成30年６月５日15時にメガ・エッグホームページへ掲載 

 

・平成30年６月５日15時にエネコムホームページへ掲載 

 

 

  



 

- 12 - 

 報道 

発表 

・平成30年５月29日10時55分に障害情報を報道発表 

 

・平成30年５月29日16時に復旧情報を報道発表 
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・平成30年６月５日15時にお詫び及び原因と対策を報道発表 
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No. ２  

事業者名 ソフトバンク株式会社 発生日時 平成30年９月17日 10時48分 

継続時間 22時間28分 影響利用者数 約436万 

影響地域 全国 
事業者への 

問合せ件数 

約1,400件 

（平成30年10月９日19時時点） 

※お客様窓口の対応件数（特定の法

人顧客から直接担当営業に申告が

あった件数は除く） 

障害内容 

“ソフトバンク”のS!メール（MMS）、Eメール（i）、ディズニースタイルのメール、

“ワイモバイル”のMMS、EMメール-S（MMS）、ケータイ（PHS）用Eメールにおいて、迷

惑メールフィルターを利用している一部のユーザーにて、「.co.jp」を含むドメインから

の約1,030万通のメールを受信できない事象（消失）が発生した。 

重大な事故に該

当する電気通信

役務の区分 

四：一から三までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 

発生原因 

迷惑メールかどうかを判別する際の基準となるデータである迷惑メールのパターンフ

ァイルの自動生成時に、「.co.jp」ドメインを誤って登録したため、「.co.jp」のメール

の一部を迷惑メールと判断し、受信をブロック（破棄）した。 

機器構成図 

 

再発防止策 

＜暫定対処＞ 

【対応者：A社】 

（１）誤登録ドメインの迷惑メールフィルター設定解除対応【平成30年9月18日実施

完了】 

（２）ドメイン更新プログラムの停止対応【平成30年9月18日実施完了】 

 

【対応者：ソフトバンク】 

（３）登録済みドメインの総チェック【平成30年9月21日実施完了】 

 

＜恒久対処＞ 

【対応者：A社】 

（４）ドメイン更新プログラムの更新処理不具合修正【平成30年10月22日実施完了】 

（５）短いドメイン（7文字以下）登録時にアラート発報【平成30年10月22日実施完

了】 

（６）誤検知レポート件数が一定値を超えた場合にアラート発報および誤検知レポート

配信間隔の短縮【平成30年11月12日実施完了】 
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【対応者：ソフトバンク】 

（７）迷惑メール一時保存サーバ構築【平成30年12月19日実施完了】 

情

報

周

知 

自社 

サイト 

【発生／復旧情報】 

・平成30年９月18日15時22分にソフトバンクホームページへ掲載 

 

 

・平成30年９月18日15時24分にワイモバイルホームページへ掲載 
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【その他の対応】 

・お詫びメールを対象者に平成30年９月21日19時より順次配信（同年９月23日送信完

了） 

 

 

報道 

発表 

・平成30年９月21日17時34分にメールの一部消失についてのお詫びを報道発表 
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No. ３  

事業者名 ソフトバンク株式会社 発生日時 平成30年12月６日 13時39分 

継続時間 ４時間25分 影響利用者数 約3,060万 

影響地域 全国 
事業者への 

問合せ件数 

約21,146件 

（平成30年12月19日20時時

点） 

※個人ユーザお客様対応窓口の対

応件数 

障害内容 

・携帯電話（LTE）による音声通話及びパケット通信が利用できない。 

・LTE回線を利用する固定電話「おうちのでんわ」、家庭用Wi-Fi「SoftBank Air」の

一部が利用できない。 

・上記を起因とし、3G網において輻輳(ふくそう)が発生したことにより、携帯電話

（3G）が利用しづらい状況が発生。 

重大な事故に該

当する電気通信

役務の区分 

一：緊急通報を取り扱う音声伝送役務 

四：一から三までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 

発生原因 LTEパケット交換機全台で、ソフトウェアに異常が発生。 

機器構成図 

 

再発防止策 

＜暫定対処＞ 

【対応者：機器ベンダー】 

（２）機器ベンダーにて有効期限の確認ができない証明書の有無、ならびに商用設備

における証明書の有効期限の総点検実施【平成30年12月11日実施完了】 

 

【対応者：ソフトバンク】 

（１）LTEパケット交換機を当該不具合が存在しない旧バージョンのソフトウェアに

切替【平成30年12月6日実施完了】 

（３）LTEパケット交換機全台停止確認時の緊急リカバリ手順の実行による時間短縮

【平成30年12月27日実施完了】 

 

＜恒久対処＞ 

【対応者：ソフトバンク】 

（４）ラボ試験における未来日動作確認の実行をルール化【平成 30年 12月 10日実

施完了】 

（５）今回事故の原因となったソフトウェアに関して、当社側で証明書の確認、更新

を可能とするソフトウェアへの切替【平成31年1月31日実施完了】 

（６）LTEパケット交換機のマルチベンダー化 

万一同様の事象が発生した場合において、異なる製品への切替により支障時間

の短縮を図る【令和元年6月26日実施完了】 
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情

報

周

知 

自社 

サイト 

【障害情報】 

＜ソフトバンク＞ 

・平成30年12月６日14時19分にソフトバンクホームページへ掲載（発生報） 

 

・平成30年12月６日15時29分にソフトバンクホームページへ掲載（２報） 

 

・平成30年12月６日16時37分にソフトバンクホームページへ掲載（３報） 

 

 

＜ワイモバイル＞ 

・同時刻に、ソフトバンクと同様の内容をワイモバイルホームページへ掲載 
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＜おうちのでんわおよびSoftBank Air＞ 

・平成30年12月６日14時32分にソフトバンクホームページへ掲載（発生報） 

 

・平成30年12月６日15時10分にソフトバンクホームページへ掲載（２報） 

 

・平成30年12月６日15時30分にソフトバンクホームページへ掲載（３報） 

 

・平成30年12月６日16時48分にソフトバンクホームページへ掲載（４報） 
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【復旧報】 

＜ソフトバンク＞ 

・平成30年12月６日18時51分にソフトバンクホームページへ掲載 

 

 

＜ワイモバイル＞ 

・同時刻に、ソフトバンクと同様の内容をワイモバイルホームページへ掲載 

 

＜おうちのでんわ及びSoftBank Air＞ 

・平成30年12月６日19時06分にソフトバンクホームページへ掲載（復旧報） 
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報道 

発表 

・平成30年12月６日16時40分に携帯電話サービスにおける通信障害について報道発

表（発生報） 
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・平成30年12月６日19時01分に携帯電話サービスにおける通信障害について報道発

表（復旧報） 
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・平成30年12月６日23時30分に携帯電話サービスの通信障害に関するお詫びを報道

発表 
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 その他 

【ＭＶＮＯ事業者への通知】 

・平成30年12月６日14時39分にMVNO事業者へ通知（発生報） 

 

・平成30年12月６日19時10分にMVNO事業者へ通知（復旧報） 
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【特設ページ】 

・平成30年12月12日16時43分に特設ページよりお詫び 
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No. ３  

事業者名 ＬＩＮＥモバイル株式会社 発生日時 平成30年12月６日 13時39分 

継続時間 ４時間25分 影響利用者数 約10万 

影響地域 全国 
事業者への 

問合せ件数 

523件 

（平成30年12月６日23時59分時

点） 

※電話：262件、メール：173件、チ

ャット：88件 

障害内容 
ソフトバンク回線を用いた音声及びデータ通信が利用できないまたは利用しづらい状況

が発生。 

重大な事故に該

当する電気通信

役務の区分 

一：緊急通報を取り扱う音声伝送役務 

四：一から三までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 

発生原因 （ア）ソフトバンクの事故の概要を参照。 

機器構成図 （ア）ソフトバンクの事故の概要を参照。 

再発防止策 
ＭＮＯで発生した障害の情報について、引き続きＭＮＯとの連携等を通じて速やかに利用

者に周知するよう努める。 

情

報

周

知 

自社 

サイト 

【障害情報】 

・平成30年12月６日14時８分にＬＩＮＥモバイルホームページへ掲載 
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【復旧報】 

・平成30年12月６日19時27分にＬＩＮＥモバイルホームページへ掲載 

 

 

【その他の対応】 

・平成30年12月６日14時８分に自社ＳＮＳより情報掲載（発生報） 
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・平成30年12月６日14時24分に自社ＳＮＳより情報掲載（２報） 

 

 

・平成30年12月６日19時27分に自社ＳＮＳより情報掲載（復旧報） 

 

報道 

発表 
なし 
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No. ４  

事業者名 株式会社ジェイコムイースト 発生日時 平成31年３月16日 ７時47分 

継続時間 ４時間９分 影響利用者数 
電話：41,382件 

インターネット接続サービス：66,426件 

影響地域 

電話：千葉県柏市、我孫子

市、鎌ヶ谷市および白井市の

一部 

インターネット接続サービ

ス：千葉県柏市、我孫子市、

鎌ヶ谷市、野田市および白井

市 

事業者への 

問合せ件数 

利用者からのCC入電数：4,462件 

局入電数：132件 

社給携帯入電数：1,747件 

局来訪数：491件 

店舗来訪数：1,068件 

（平成31年3月24日時点） 

障害内容 
複数ある系統のうち一部系統への給電が停止したため、電話及びインターネット接続サ

ービスが停止した。 

重大な事故に該

当する電気通信

役務の区分 

一：緊急通報を取り扱う音声伝送役務 

四：一から三までに掲げる電気通信役務以外の電気通信役務 

発生原因 

１．非常用発電機から商用電源へ切り戻すための遮断器１台に不具合があったため、平成29

年11月より、当該遮断器を取り外し、未実装状態にしていた。 

２．そのため、対となる商用電源から非常用発電機への切り替え用遮断器を手動状態「閉」

として運用していた。 

３．上記の運用としていたことにより、商用電源が断となった際に、非常用発電機は稼働し、

一部遮断器は非常用発電機へ切り替える動作をしたものの、非常用発電機からの給電に

切り替わるための動作設定が不十分であったことから、非常用発電機からの給電に切り

替わらなかった。 

４．また、同様に動作設定が不十分であったことにより商用電源復電時に商用電源からの給

電に切り戻らなかったため、通信設備等への給電が停止し、その後UPSからの電源供給

も枯渇したことから、サービス停止に至った。 

５．高圧受電設備における不具合であったため、電気主任技術者による作業が必要であった

が、現地駆け付けに時間を要し、復旧までに時間を要した。 

機器構成図 

 

再発防止策 ＜暫定対処＞ 
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・不具合のあった遮断器の代わりに補助リレーを取り付け暫定的に電源切替え可能とす

る。【平成31年4月5日実施完了】 

・補助リレー取り付けまで、再発に備えて24時間の現地輪番待機の実施。【平成31年

3月16日開始、4月5日解除済】 

 

＜恒久対処＞ 

・不具合のあった遮断器の交換。【平成31年4月24日実施完了】 

・高圧受電設備において通常の運用と異なる設定を行う際は必ず動作検証を実施する。

【平成31年4月5日実施開始】 

・監視部署と駆け付け手配部署とのコミュニケーションフローの作成と定着。【平成31

年3月25日実施完了】 

・有事の際に短時間（経産省内規２時間以内）で駆け付け可能な業務委託会社への電気

主任技術者の変更。 

【令和元年7月31日実施完了】 

情

報

周

知 

自社 

サイト 

【障害情報】 

・平成31年３月16日８時28分に自社ホームページへ掲載（発生報） 
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【復旧情報】 

・平成31年３月16日12時38分に自社ホームページへ掲載 
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報道 

発表 

・平成31年３月16日に千葉県で発生・復旧した地上波テレビ、J:COM TV、J:COM NET、J:COM 

PHONEについて報道発表 
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 その他 

【自社コミュニティチャンネルへの情報掲載】 

・平成31年３月16日９時25分に第一コミュニティチャンネル（111ch）、第二コミュニテ

ィチャンネル（121ch）へ障害情報を掲載 
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【お詫びメール】 

・平成31年３月17日15時18分にメールによりお詫び 

 

 

【広報車による周知】 

広報車を手配し近隣のお客様に対し復旧状況のアナウンスを実施。 
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No. ４  

事業者名 KDDI株式会社 発生日時 平成31年３月16日 ７時47分 

継続時間 ４時間９分 影響利用者数 36,355人 

影響地域 
千葉県柏市、我孫子市、鎌ヶ谷

市及び白井市の一部 

事業者への 

問合せ件数 
５件 

障害内容 固定電話（J:COM PHONEプラス）の緊急通報が利用不可。 

重大な事故に該

当する電気通信

役務の区分 

一：緊急通報を取り扱う音声伝送役務 

発生原因 
ジェイコムイーストから卸提供を受けている端末系伝送路設備が電源設備の不具合によ

り停止したため、緊急通報が利用不可となった。 

機器構成図 

 

再発防止策 
KDDI～J:COM間のホットラインを構築し、迅速な情報収集と連携強化を図る。【平成31年

４月10日実施完了】 

情

報

周

知 

自社 

サイト 

【障害情報】 

・平成31年３月16日９時33分にＫＤＤＩホームページへ掲載 

 

【復旧情報】 

・平成31年３月16日15時13分にＫＤＤＩホームページへ掲載 

 

 

報道 

発表 
なし 

 


